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●誰もが使いやすい施設づくりを目指す上で、実際に施設を利用する当事
者から意見を聴きながら設計等を進める、｢当事者参画｣の取組は、利用者
のニーズに配慮した環境整備が図られるために有効な手法です。

●国が平成26年に批准した、国連の｢障害者の権利に関する条約｣では、「障
害｣とは、個人の心や体の機能の障害と、社会や環境の中にある様々なバ
リア（社会的障壁）との相互作用によって生じるものであるという、「障
害の社会モデル｣の考え方が明確に示されました。

●これらの経緯も踏まえ、年齢、性別、国籍、障害の有無等に関わらず、
できるだけ多くの人が自由に利用できるように、｢当事者参画｣により、ユ
ニバーサルデザインの施設づくりを着実に進めることが重要です。

●このため、都は、｢当事者参画｣に初めて取り組む担当者の皆様にも「これ
ならできそう」と思っていただけるよう、当事者参画の進め方の例を示
すとともに、実際の事例も紹介したハンドブックを作成しました。

●より多くの施設の整備・運営主体の皆様においては、このハンドブック
を参考に、各自治体等の事案の特性に応じて、｢当事者参画｣に取り組ん
でいただけるよう、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

は じ め に

作成の目的と活用を想定している対象者

原則として全ての利用者を指すが、このハンドブックでは、
特に障害者、高齢者、子供、乳幼児連れ、妊産婦、外国人等
の利用者を想定
施設整備に係る事業プロセスで、意見表明、意見交換、検討
会やワークショップへの参加など何らかの形で関与すること

＊当事者

＊参　画

◉

〈ハンドブックの中での言葉の定義〉

既存の施設等にある利用者のハード・ソフトのバリアをなく
すこと

＊バリアフリー

東京都福祉局

・目　的：自治体等が当事者参画に取り組むために必要なプロセスや手法
を共有するとともに、多くの施設での自発的な取組を促進

・対象者：自治体等で施設の計画策定、設計、施工、運営等を行う事業所
管部署の担当職員､公共施設等の設計や施工に関わる事業者等
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